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【開催日】 平成２６年９月５日 

【開催場所】 第２委員会室 

【開会・散会時間】 午後２時～午後４時１２分 

【出席委員】 

委 員 長 下 瀬 俊 夫 副 委 員 長 矢 田 松 夫 

委 員 石 田 清 廉 委 員 岩 本 信 子 

委 員 小 野  泰 委 員 三 浦 英 統 

委 員 吉 永 美 子   

 

【欠席委員】 

 なし 

 

【委員外出席議員等】 

議   長 尾 山 信 義 請願紹介議員 長谷川 知 司 

 

【参考人】 

参  考  人 赤 井 正 志 参 考 人 山 内 陽 子 

参 考 人 内 田 八重子   

 

【執行部出席者】 

市 民 生 活 部 長 川 上 賢 誠 市民生活部次長兼環境課長 佐久間 昌 彦 

環 境 課 主 幹 渡 邉 育 学 環境課主査兼生活衛生係長 木 村 清次郎 

 

【事務局出席者】 

事務局次長 清 水  保 庶務調査係長 島 津 克 則 

 

【付議事項】 

 １ 所管事務調査 火葬場建設について 

 

２ 請願第２号 手話言語法制定を求める意見書の提出を求める請願書 

 

３ 陳情要望について 

 

 

午後２時 開会 
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下瀬俊夫委員長 ただいまから民生福祉常任委員会を開会します。きょうは火

葬場の問題で基本計画を策定中ということで、これに対する執行側の現

状について報告をお願いして、質疑をしたいと思います。それでは説明

をお願いします。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 ただいまの状況について御報告申し上げま

す。まず平成２５年度に市政説明会、市民アンケート、基本構想検討委

員会を経まして、今年の２月１日号の広報で市としての基本方針、山陽

斎場での建てかえということを決定したところであります。これを受け

まして２６年６月２４日に、８事業者によります入札を行いました。そ

して基本計画の策定業務について落札業者が有限会社ＥＩＣ、横浜市の

事業所ですが、が落札して現在基本計画の策定業務委託に当っていただ

いております。ＥＩＣにつきましては火葬場専門のコンサルタント業者

ということで、過去の実績等も踏まえて、そういうことでお願いしてお

るところでございます。今後につきましては、１０月に新火葬場建設の

基本計画の検討委員会を立ち上げまして、基本計画の素案について協議

をしていただきたいと思っております。これはまだ予定ではありますが、

時期をみて地元の厚狭校区で説明会の開催も検討していきたいと考えて

おります。年が明けまして、パブリックコメントを行いまして、市とし

ての基本計画の決定は今年度末になろうかというふうに思います。基本

計画そのものの内容ですが、基本理念といいますか目的がありまして、

そして将来の死亡者数を精査していただく。そしてそれに見合う必要な

火葬炉を検討していただく。そしてそれに見合う建物の規模、必要な敷

地の面積、そして概算の事業費、そして全体の事業のスケジュール、そ

して環境影響調査を取りまとめていただいた基本計画を作成していただ

く予定であります。現状といたしましては以上でございます。よろしく

お願いします。 

 

下瀬俊夫委員長 今の説明について質疑がございましたら。 

 

矢田松夫副委員長 ＥＩＣという会社を調べたんですけど、従業員が３人と書

いてあったんですけど、そんな小さな会社で大きな仕事ができるんだろ

うかと不安に思ったんですが、どうですか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 市の監理室に登録してあるのは、技術者４

名で登録されております。言われるとおりそういう状況は認識しており

ますが、平成２４年度にＥＩＣが行った実績は全て火葬場関係の業務委



3 

 

託ですが、１２件やっておられます。基本計画、施工管理、そのほか様々

な火葬場に伴う業務をコンサルタントでやっておられます。この従業員

につきましては、そういうこともあろうかと思いますが、過去の実績を

見れば十分対応いただけると認識しております。 

 

岩本信子委員 予定価格が９９６万８，４００円と書いてあって、落とされた

のが３４３万４，４００円。３分の１ですよね。余りにも開きがあって、

大丈夫なんだろうかという不安があるんですが。２４年度実績が１２あ

ると言われたんですが、そのことはこちらには入札のほうだから関係な

いにしても、予定価格との開きというのは、どう捉えてますか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 予定価格を決める事務として、８事業者か

ら仕様に基づいて見積もりを取っています。その見積もりのおおむね平

均値をもって予定価格を出しています。それで入札をするわけですが、

工事と違いまして、最低制限価格がありません。予定価格を下回れば、

幾ら下回っても結果的には落札となります。ただ見積もりを取っている

ということもありますし、過去の実績も見積書とともに徴収しておりま

す。それらを見て８事業者を監理室で指名しておりますので、落札額は

そういうことになりますが、事業そのものについては十分期待に沿って

やっていただけるという認識でおります。 

 

岩本信子委員 基本計画策定業務委託ということですよね。基本計画はといろ

いろな内容を並べられたですよね。そういうのをここの業者が策定する

んですか。策定したものを皆で検討するとかいうことなんですか。策定

業務委託というのがよく見えてこない。どんな仕事なのかというのが。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 コンサルタントですからこちらの仕様書に

基づいて、今言いました将来の死亡者数とか炉とか面積とかいろいろな

ことを一つの報告書にしてもらいます。最終的には製本した状態にして

もらいます。その途中で検討委員会なりパブリックコメントなりで意見

を求める。それらを踏まえてコンサルと私どもで協議して、最終的なも

のにしていく。比較的通常やっておられるコンサルタント業務です。特

別安いからどうとかいう話とは別に通常のコンサルタント業務です。 

 

矢田松夫副委員長 今検討委員を公募しているでしょう。出されたものをそれ

に示すということですか。 
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佐久間市民生活部次長兼環境課長 そうです。 

 

矢田松夫副委員長 出されたものを皆に示し意見を求める。一つの手段にする

ということですか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 はい。 

 

吉永美子委員 先ほど見積もりの平均値で予定価格を出したとおっしゃったで

すよね。ということはＥＩＣはもともと見積もりが低かったということ

ですか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 ８社見積もりを取りまして、ＥＩＣも当然

その中にあります。そのときの額より低い額で入札されたということに

なります。 

 

吉永美子委員 見積もりの中でも、もともと８番目にいたということですか 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 予定価格の決め方ですけども、仮に８社あ

れば、平均値からはみ出た部分、異様に高い、異様に安い、プラマイ３

０％ですけど、それをのけます。残りの事業者で平均を取ります。それ

が予定価格になります。そうやって決めて、ＥＩＣだけの見積もりじゃ

なくて、そうやって決めています。ＥＩＣが何番目かわかりますけども、

入札のときにはそれよりもぐんと安い額で入札された。昔１円入札とか

そういう時代も業種によってはございましたが、仮に１００万で入れら

れても落札してしまうということになります。 

 

吉永美子委員 ずばり聞きたかったのは、もともとこのＥＩＣは見積もりのと

きから低くて、ここに当たるという可能性が高かったのではないですか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 事前に見積もりをいただいたときも一番見

積額は低いです。 

 

吉永美子委員 その時点からある程度見えている状況ではあったと推察できる

わけなんですが、この基本計画を策定いただく中で市の持っている基本

理念が一番大事だと思っているんですよ。そこについてはきちっとＥＩ

Ｃさんにこういう理念でつくる思いであるというところは伝えてあるの

でしょうか。市民にとってこういう施設でありたいとか、そういった市
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の理念を持っておられて、それをお伝えしているのかどうか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 見積もりを見てもＥＩＣが落とすだろうと

推測されたと言われましたが、それは推測しておりません。こういう業

務というのは建物を建てるときと違い、資材がありません。１００％人

件費の世界ですので、ＥＩＣが見積もりで安かったから、それが落とす

だろうという認識はなくて、本当に勝負しようという事業者があればド

ンと下げてくるのではないかと。建物であれば絶対に必要な経費があり

ますので落とせないでしょうけど、こういうときの入札はそういうこと

が予測されるので、ＥＩＣが特に事前から決まっていたのではないかと

いう認識はございません。それから事業者に基本理念といいますか、漠

然とはしていますが終えんの場にふさわしいもの、明るくて清潔感があ

るもの、待合等も余裕があること、逆に華美にならず予算がありますの

でコストも見合うものということは伝えてあります。 

 

吉永美子委員 今言われましたけど、特に昔の迷惑施設というイメージではな

く、暗いイメージではなく、各務原とかがそうですけど近所の方が散歩

のできるような、そういうようなイメージを持っておられるのでしょう

か。この点を確認します。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 火葬することそのものは同じですので迷惑

施設という考え方は当然あります。そうはならないように明るくて、清

潔感のあるということでお願いをしております。実際にはこれから基本

設計、実施設計が後の年に入ってきますけども、全体を見ながら今言っ

たようなポリシーでいきたいというふうに思っています。ただ、遊歩道

をつけて散歩する、全体を公園化していくと、そういう周辺環境を含め

た想定は今は行っていません。 

 

吉永美子委員 入り口の道路をつくられますよね。それは今のよりはかなり広

くて、離合ができるような形で開けた感じにはなるんですよね。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 その辺も今コンサルのほうに配置図、見取

り図といいますか、そういうのがイメージできるようなものをつくって

もらいますけども、進入路については今ある侵入路よりも楠側に取りつ

けして、幅員もある程度とって、マイクロバスが離合できる程度の幅員

にはする予定にしております。 
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吉永美子委員 今の雰囲気から随分変わるというイメージが湧くわけなんです

けども、公園とかまではしなくても、近所の人がジョギングしたり散歩

をしたりとかしたときに、火葬場だわという形にすべきではないという

思いでお伝えしています。墓地公園とかいう形がつくともっといいです

けど、それが不可能で、隣に墓地がありますけども、そこまでをつなぐ

のが不可能であるということであれば、要は私が申し上げたいのは、近

くの方とかでも寄りつきたくない建物じゃなくて、ジョギングしたり歩

いたりするのにイメージ的に文化会館の周りを歩くようなイメージであ

ってほしいという思いです。 

 

川上市民生活部長 今の山陽斎場のあの場所で、今度建てる場合にどのくらい

の面積が必要であるか、それからなんですよ。実施設計なんかその後に

なります。基本計画ができたその後。大まかな炉の数からすればどうい

う大きさの建物が必要であるか、進入路をどこにつけんといけん。そし

たらどれくらいの造成工事が必要で、どのくらいの用地を取得せんとい

けんとか、そういうことの基本的なことを今詰めるわけです。進入路の

大きさを何ぼにしましょうとかそれはまだこれから後のこと。近所の人

が散歩でもすればいいと言われますけど、場所的にちょっと考えてみて

ください。峠のところでしょ。住宅も余りないところで、わざわざあそ

こまで行って公園みたいな形で散歩しようかという設備をつくるかとい

えば、基本的には考えられないと私は思います。 

 

下瀬俊夫委員長 それはもともと火葬場に対するイメージがそうだからですよ。

この委員会は各務原に行って変わったんですよ。そこら辺があるのでギ

ャップがあるんですよ。 

 

小野泰委員 今回の基本計画について、今言われたイメージですよね。イメー

ジと将来の死亡者数とかを考えて、それで炉が何基あったほうがいいと

か、その基本的なことをやられて、それを基本計画の検討委員会に諮っ

て、そしてパブリックコメントを経て、その次が基本設計、実施設計と

いうことになるんですか。（「はい」と呼ぶ者あり）そういう流れですね。

このレイアウトとか配置図とかの詰め方ですよね。具体的にはどうなる

のかなという気がするんですよね。イメージが湧きづらいんですよね。

例えばステンドグラスがついて明るいやつもあるし、自然と調和したや

つもあるし、小野田というのはほんとに田舎という感じでの建て方が両

方ありますけどね。イメージが本当違うんだけど。我々は最新のイメー

ジを描いとったらいいですか。 
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下瀬俊夫委員長 最新のイメージという意味がわからん。 

 

小野泰委員 ホテル並みとそう言い方をされるんですよ。 

 

川上市民生活部長 都会のほうに行くとホテルみたいなところとかですね、設

備がすばらしいところはいっぱいあると思います。市政説明会の中でも

いろんな方の意見がありました。アンケートもありました。説明会の中

でも財政的な面が随分出ましたので、財政面を考えて広域どうのこうの

という話もあったんですけど、地元で建てていこうということになりま

したけど、財政面のことを考えればそれなりのもので建てざるを得ない

だろうという方向はあると思います。市民の皆さんの意見は財政的なも

ので考えてほしいという意見もありましたので、ホテル並みとかホテル

のようなそういう豪華なものを建てるというところまでは考えていませ

ん。 

 

下瀬俊夫委員長 そこまでの議論は行き過ぎなんですよ。そんな議論は誰もし

ていないですよ。 

 

岩本信子委員 一番この基本計画の中で私が大事に、建てられるとこに伝えた

いのは、やはり基本理念で言われたように火葬場というものをどのよう

なイメージとして捉えているのかということは一番伝えてほしいなって

思うんです。先ほど言われた終えんの場とか明るく清潔感はどこだって

一緒です。さっき言われました２４年度で実績が１２あると基本計画が。

１２というのはどことどことつかんでいるんですか。見ちゃったことが

ありますか。どういうイメージでどのような形で、市がこういうイメー

ジでって言うから、そういうふうなことをするのか、それともこちらが

もってらっしゃる１２やってらっしゃる、今までコンサルタントとして

やってこられた、その実績をもとにつくられるのか。それとも市の理念

として、お金かける、かからんという以前の問題だと思うんですよ。ど

のようなイメージ、どのような理念の場にするかということ。それはき

ちっと相手方の計画を、委託されたところに伝わってほしいなと思うん

です。だから、終えんの場として明るく清潔感はどこだって一緒です。

そうじゃなくて、もっと山陽小野田市としてのイメージ的なものを言っ

てほしいな、あってほしいなと思うんですけどいかがでしょうか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 私も素人でございまして、基本的な考え方
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で炉があって待合がある。そこに基本的な理念と言われても選択肢がた

くさんあって、多目的な施設であれも入れよう、これも入れようという

選択肢が広い施設、たくさんあると思うんですけど、火葬場というのは、

そこで葬儀ができるような式場をつける予定もございませんので、火葬

炉があって待合があると。その間に明るくて、２時間待っていただくゆ

とりが取れると。それ以外基本理念として、いろいろ考え方があるかも

知れませんけども、そんなに特出したこういう施設でなければならない

というようなものではないと考えている。私もこれから勉強させていた

だきますけども、さっき言ったようなガラス張りとか腰壁がなくて上か

ら下までガラスで明るくてとか、待合から少し庭園が見えてと、一般的

なことになろうと思うんですよね私は。吉永議員が言われたように周り

も全体的に整備して、一帯を墓地と一緒に全部をコンセプトを持ったま

ちづくりの一つの拠点にできるようなということまで考えておりません

ので、火葬場だけについて言えばそういうことです。 

 

岩本信子委員 火葬場なんだから火葬炉と待合があればいいという考え方をち

ょっと変えてほしい。火葬炉にしても各務原に行ったら、炉が見えない

んですよ。扉みたいな形で、それは大してお金がかかるものではないな

と思ったんですけど、その火葬場らしくない火葬場と言いましょうか、

自分たちがイメージしてるのは。そういう火葬場にしてほしいなってい

う理想だけど、終えんの場でもあるし、本当に炉に入れて燃やすだけと

いうイメージじゃなくて、本当に終えんの場で皆が気持ちよく火葬場と

いうイメージが払拭できるような火葬場にしてほしいというのが私たち

の願いなんですけども、お金をかけて、ガラス張りにしてどねえこねえ

とか言うんじゃなくて、お金かけなくても火葬場らしくない火葬場と言

いましょうか、そのイメージが全然違う。そういうものにしてほしいと

いうことでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 前提条件とか具体的にイメージを持って議論しとったら話に

ならんのだけどね、別に金をかけろとか豪華なものをつくれとか、そん

な話は誰もしてないんですよ。ただこれまでの火葬場とは違ったイメー

ジがいるのではないか。ただ山の中に木々に囲まれて誰の人目につかな

いような、それが火葬場で、ただ単に火葬するだけと。こういう施設の

イメージがねどうも行政側にあるのではないか。例えば団地があって、

団地の皆さんにそうイメージでものを言ったって、これはなかなかピン

とこない。今までの火葬と変わらないからですよ。今現状をごらんにな

ってどう思われますか。あんなとこ人が寄りつかないですよ、基本的に。
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その奥の墓地公園があるけど、どっちかといったら荒れ放題ですよね。

だからとても近寄りたくないという雰囲気になるんですよ。それをもっ

と変えていこうじゃないかという、そういう皆さんの思いがあるわけで

すよ。せっかく団地に近いんだから。特にあそこに配水池もできるわけ

ですよ。配水池をつくって、そこに上がったら厚狭全域が見えるんです。

あの地域全体が変わりそうだという雰囲気はあるんですよ。ところが旧

態依然の活動を持ってくると余り変わるというイメージがない。そこら

辺も含めた全体のイメージを持って、基本構想をつくる必要があるんじ

ゃないかなと思うんですが、その基本的なコンセプトが旧態依然の火葬

場のコンセプトでやられるとどうもちょっといかがかなと。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 よくわかりました。私がさっき言ったのは

機能としていえば炉があって待合がある。機能としてのこと。委員長、

委員の皆さんからありましたように、パッと見て火葬場じゃないような

斬新なイメージと人目につかんで奥にあって暗い雰囲気と、その辺は建

物の外観とか周りの植栽とかですね、その辺は十分今言われたような意

見を取り入れることはできると思います。特に見た目が昔の火葬場とい

うイメージではない建物がたくさんあります。その辺は今言われたよう

なことも十分考慮していきたいというふうに思います。ただ予算の範囲

はありますので、部長も言いましたけれど、豪華になって華美になると

いうのと今言われたのは違う話と思いますので、今言われた意見という

のは十分拝聴したいというふうに思います。 

 

石田清廉委員 少なくともこの計画についてきょうの委員会に何らかの資料提

出があって、何のために委員会があって、何を私たち審査させようとい

うのか。私たちの思いはどちらかといえばイメージが先走って、こんな

明るいものをという話。たしかにギャップがございますけども、この時

点で執行部の方がおっしゃるには先のことは全く今の段階では考えられ

ない。とりあえず基本計画をつくる委託業者を選定しました。私たちは

その委託先がどういう業者でどういう能力を持ったどういう安心できる

業者であるか。そしてまたその業者が、市としての基本的な理念を伝え

るにふさわしい業者なのか。あるいは業者の実績１２カ所は少なくても

パンフレットみたいなので、目で見える実績が提示されるものと思って

いるんですよ。今私テニスじゃないが投げたり取ったりで、全く僕はき

ょう何の委員会だろうかと、このように資料がなくていいんですか委員

長。 
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下瀬俊夫委員長 しょうがないです。 

 

石田清廉委員 何を審査するんですか。賛成、反対をやるんですか。（「所管事

務調査」と呼ぶ者あり）これはちょっとおかしいな。 

 

下瀬俊夫委員長 そういう問題じゃない。 

 

吉永美子委員 先ほど言われた炉が見えないとかっていうのは、もう５年半前

にお伝えしているわけじゃないですか。（「はい」と呼ぶ者あり）だから

もう一歩言葉がほしかった。だから基本理念どう思われているんですか

と、こられた方が少しでも悲しみをあれするようにと思いを持ってるぐ

らい私すごいほしかったんですよ。冷たい今の山陽でも１、２、３と書

いてあって、銀色のビーとなっていて、まさに今から焼きますという、

ああいう感じじゃないわけですよ。百聞は一見にしかずで皆見たからこ

そ、あのイメージができあがっていると思うんですよね。見られていな

いから、パンフレットを渡しても、見られていないからイメージがわか

ないのかもしれませんけど、委員の皆の思いは汲み取ってほしいと思う

し、一点確認したいのは市長が安くつくれと言われたということがあり

ましたよね。広域連携のときに実質負担額が本市単独であれば５億３，

０５６万４，０００円。ところが３億６，３３４万９，０００円という

試算が出ていますね。以前出しているじゃないですか。市の実質負担額

ですよ。要は実質負担額が３億６，３３４万９，０００円と広域連携で

宇部とやればですよ。前いただいているのはそうなっているんですよ。

事業費の試算というところで。５億３，０００万やったら、ここのとこ

ろで１億７，０００万ぐらい実質負担額に差が出てますよね。実質負担

が５億３，０００万じゃなくて、３億６，３００万でやりなさいという

ことで、市長がそれを超えてはならぬというお気持ちを持っておられる

のですか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 広域で宇部市と一緒につくった報告書の中

は広域で宇部市と一緒に火葬場を建設したときの本市の負担額が１０億。

単独でつくった場合は１５億かかる。それに特例債の分を引いていけば

今言われた数字になると思います。市長が当時言っていましたのは広域

でやったときの本市の負担額が１０億。本市単独でやった場合は１５億。

だから１５億じゃなくて広域でやった場合の本市の負担額１０億程度に

抑えられんかという話を市長が言っているということです。特例債は別

ですけど、宇部市とやれば１０億でできるけれど、単独でやれば１５億
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かかる。そしたら１０億ぐらいの金で単独でできないかということを言

っておられる。 

 

吉永美子委員 そうするとですね、分けている工種の種類があるじゃないです

か、火葬炉工事とか建築工事とか外溝工事、造成工事、調査設計費こう

いったところを結局は火葬炉も少なくしたり炉が安いものにしたりとか

外溝も駐車場を狭くとか道路も整備しないとか、そういったところをず

んずんずんずん削られて、１４億１，１００万になっているわけだから、

それを４億減らすということになるわけでしょ、このいただいている資

料からすると。４億減らすためには今言った、炉外の建築とか火葬炉と

か駐車場とか敷地の造成とかこういったところを抑えていくということ

ですね。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 きのうかおとといに市長と協議をしたので

すが、そうは言ってもなかなか厳しいであろうと１０億で全部やるのは。

今コンサルのほうにさらに詰めた事業費の提出を求めてます。市長とも

協議して、いろんな事情があって、消費税も上がるでしょうし、労務単

価も上がってますので、簡単に１０億以内とかバッサリやることは難し

いのではないかという結果になれば、その辺は市長と詰めていきますし、

今言ったように、道路にしわ寄せがいくとか、駐車場が舗装しないまま、

砂利でできたような駐車場になるのかとか、そういう細かいことは別で

すけど、できるだけ詰めていって、安かろう悪かろうになってはいけま

せんので、その辺はやっていきたいと思っています。ただ今は思いだけ

であって結論があるわけではないですけど。 

 

吉永美子委員 有利な起債がもう火葬場の場合は合併特例債しかないわけで、

かつ市民全体が必ず一回はお世話になる。そして周りの誰かのときも行

ったりする。だから合併特例債は市民全体に関係するものをまず最優先

に考えるべきだと私は申し上げてきたつもりです。けちって結局後々も

っとこうするべきだったとか、市民がよそにも行かれるわけじゃないで

すか。よそのところにも親戚がおられたりして行くでしょ。うちは新し

くできたのにこんなものだったのかということには、市民は合併によっ

てからアメとムチといわれるけども、やっぱりムチも受けているわけで

すから、当然補助金が出ないとかいろいろあったわけでしょ。だから市

民が絶対お世話になるところを、この部分についての合併特例債を使う

という部分についてはですね、ぜひ私は環境課頑張って、絶対に禍根を

残さないようにお願いします。 
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川上市民生活部長 事業費の関係はですね、今コンサルに出しております基本

計画の中で、今言ったように何炉の建物をどういう形でつくる、どうい

う形で造成しなきゃいけないというものが出てくるじゃないですか、そ

の中で概算事業費が出てくると思います。その事業費の中で、その後に

実施設計という形になって、本当のどのくらいかかるかというのが出て

くるわけですよ。概算の事業費が出たときには、この事業費の中でどう

いう程度のものができるかということを委員の皆さんにもお諮りしてや

っていきますので、最初からですね、どうしようもないものをつくると

いう考えは一向にありませんから。我々もせっかくつくるのであれば、

いいものをつくりたいので、その辺は頑張っていこうと思っています。

市長が幾らぐらいでということを言われたと聞かれたと思いますけども、

市長もこれでやりなさいと金額を最初から決めているわけではないんで

す。なるべく合併特例債を使ってやる事業でありますけども、広域でや

ったときと負担が余り変わらないようにつくってくれやというのが本音

だろうと思いますので、その辺で我々も頑張っていきたいと思っており

ます。 

 

三浦英統委員 炉数は６体ですか。（「まだ決まっていない」と呼ぶ者あり）そ

れと動物炉はどのような考え方を持ってらっしゃいますか。今山陽小野

田市に１カ所個人で埋葬するところがございましたが、これをやめてし

まったというようなことを聞いておりますが、ここらあたりの考え方は

いかがでしょうか。またＥＩＣが安く取ってらっしゃるので、先ほどか

ら１２カ所の実績があるよと、その中の一つを持ってくれば安く何ぼで

もできると思うんですけど、設計というのは。ですが市としてきちんと

した、先ほどから言われる環境とかいろいろなことを言われましたよね、

そうでなくて、市としてここはきちんとしてくれというような何か一つ

のね、先ほどから前のお二人がよく言われますような、例の問題じゃな

いですけど、ここはもう市としての一つのシンボルというような考え方

をＥＩＣさんにお伝えしているのかどうか。今までのつい何でもええ、

よそのを一つ持ってきて、それをもらえば３００何ぼだからという考え

方でやられると、なかなか納得しがたいところがあるんですけどね。そ

こらあたりの考え方をお教え願いたいと思うんですけどね。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 動物炉のことは一般質問でも取り上げられ

ていますので、今ここで市の考えをいうのはちょっと。いいですかそれ

は一般質問のほうで。（「わかりました」と呼ぶ者あり）後段に言われた、
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その辺コンサルのほうにいろいろ話が出ておりますので、月に一回来ま

すので、その辺は詰めていって、市のほうの考え方、それから検討委員

会でまた出るでしょう、いろんな話が。パブリックコメントでも出るか

もしれません。その辺はまたよく詰めていくということで、今の時点で

は御了承いただければと思います。最終的には費用対効果もございます

し、総合判断でどこまでの建設費でどうやっていくかというのは今後の

ことですけど、できるだけ今言われたようにせっかくの特例債ですので、

皆さんがご理解、納得いただけるような、なおかつ誰が見てもこのぐら

いの費用ならようやったなと言ってもらえるような施設になればと思い

ますので、今結論は当然出ませんので、その辺御理解いただければと思

います。 

 

川上市民生活部長 もう一つ、前の基本方針の検討委員会との中でもお話させ

ていただきましたけど、法律によって規制がある部分があります。先ほ

ど言われましたけど火葬場は外から直接見えないように植栽をしなさい

とか、そういうこともありますので、そういうことはきちんと守った形

のもので計画していくと。これは皆さんも御理解いただきたいと思いま

す。 

 

下瀬俊夫委員長 そういって言われると各務原だって、隠れて見えないところ

はないんです。非常にオープンで見えるところなんです。法的な問題云々

だけではね、問題は行政がどういう目的でつくるのかという、そこら辺

が一つ言えると思うんです。２点ほど聞きたいんですが、先ほど言った

ようにあそこは配水池をつくって、西見峠というのは厚狭の町が一望で

きるところなんですね。そういう点では非常に見晴らしのいいところな

んです。そういうことも含めて、例えば新しい火葬場は今の火葬場の奥

につくるとかいう話があって、そうすると墓地公園にも近くなるんです

ね。墓地公園も含めたあの地域の一定の公園化みたいなね、そこら辺の

考え方はどうなんかというのが１点です。もう一つはこれまで火葬場と

いうのは人を寄せつけない、祭儀のときしか行かないという、さっきか

ら出ているように、日常的に人を寄せるような、そういう一定のコンセ

プトもいるのではないか。各務原はピアノを置いて、ピアノのコンサー

トを年数回やるということが計画されているんですね。簡単な楽器で皆

さんが寄って来れるというねえ。これも一つの施設を活用していくとい

う点でこれまでのイメージを打破する一つの大きな役割を果たしたと思

うんですよね。そういうふうな発想もこれからいるんじゃないかと思う

んですよ。そういう公園化の問題とか人を寄せる施設にするとか、そう
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いう考え方は今はないでしょうが、これから先持っていかれるのかどう

かという点ですね。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 現時点では、言われることはよくわかるん

ですけど、日常的に人を寄せつける、イベントも打てる、墓地公園も含

めて一体化するというコンセプトというか理念はありません。そういう

ことです。 

 

下瀬俊夫委員長 あそこの景色を生かしていくという気持ちはないですか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 日常的に人を寄せつけるというのは、いつ

も来てもらって、そこで散歩できたりなんかできるというのは、火葬場

ですから想定はできないというかないんですけど、火葬に来られたとき

に・・・ 

 

下瀬俊夫委員長 それがね、その思いが古いんですよ。そういう意味では。葬

儀のときしか活用できないような施設で本当にいいのかというのが皆さ

んの思いなんです。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 葬儀以外のときに活用できる施設というの

を仮に想定すれば膨大な経費が必要になると思います。 

 

下瀬俊夫委員長 かからないよ。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 墓地公園まで整備して、一体化して、植栽

を施すとなれば経費がかかると思います。 

 

下瀬俊夫委員長 今の話は建物の話ですよ。建物に対する思いがどうなのかと

いう話ですよ。祭儀のときしか使えないような施設を考えているわけで

しょ。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 そうです。 

 

下瀬俊夫委員長 それ以外ないんでしょ。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 それ以外ありません。 
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下瀬俊夫委員長 そこが問題だという話なんです。さっきから出ているのは。 

 

岩本信子委員 さっき言ったように炉が見えないのよ。ドアが開いて、何かあ

るんじゃけど番号も何も打っていないし、イメージ的には火葬場という

イメージじゃないんです。だから人が寄ってこれるし、お金かけてどう

こうじゃなくて、イメージ的にはそういうふうにすれば人も寄ってこれ

るんじゃないかということです。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 今言われたのは炉が壁と一体化している、

それとか各務原のエントランスホールからの待合ロビーですかね、そこ

にピアノがあるんですかね、それは山陽小野田がつくった場合でも、今

言ったような炉前の壁と扉とか、そういうのは可能と思うんです。エン

トランスから待合ロビーに行くときに、総ガラス張りになるかはわかり

ませんけども、明るい雰囲気とかそういうことはできると思いますし、

やらなければいけないと思います。ただ、それを利用して、それ以外の

目的で人が呼べて、音楽ができるとか、火葬以外で人が集まるようなと

いうことは想定していない。ただ、イメージとして来られたときに明る

い雰囲気で、見送るのによかったね、２時間待っている間静かに待てた

ねとか、そういうのは十分配慮したいと思います。日常的に人が寄って

どうこうということまでは、現時点では考えていないのは事実です。 

 

下瀬俊夫委員長 だから、火葬場のイメージしかないわけね。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 そうです。火葬場です。 

 

下瀬俊夫委員長 各務原も最初から中でコンサートをやるコンセプトはないん

です。これは後から誰かが思いついて始めただけの話で。問題は日常的

に人が寄りつけるような雰囲気の施設にしていくことよね。火葬場とい

うだけの話ではなくなってしまったわけです。 

 

吉永美子委員 出していただいている資料の中で、５カ所ほど出されているじ

ゃないですか先進地の状況。愛媛県の今治とか各務原、三重県の桑名、

広島県の三次、宮崎の延岡。これ先例地の状況を出された以上は、その

どういうふうなコンセプトでこういうふうにつくられてというところま

では全く見ないで、単純に人口が何人だ、炉が何ぼだ、お金が何ぼだと

いうことだけなんですねこれは。先例地の状況をわざわざ出しておられ

るということはある程度調べておられると思っているんですけど、この
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考え方ちゅうか、少なくともどんな形となってて、こういう形につくら

れて、パンフレットの取り寄せとかは全くしないで、単純に数字だけい

ただいて、５カ所を出されたということなんですね。そうなると。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 １回目の検討委員会で出した資料ですかね。

（「資料５」と呼ぶ者あり）これはそれぞれの市町に調査票を送りまして、

回答をいただいて、このときには人口とか建設費、そして火葬炉の数と

か、そういう機能的な部分を検討委員会の委員さんに例示するために出

したものです。それが１施設ずつたしかパンフレットをもらっている気

がするんですけど、それが今言われたような炉前がどうなってるとか、

細かい建屋の仕様の部分については精査していないのは事実です。 

 

吉永美子委員 やっぱりコンセプトというか、理念としてどうされているかぐ

らいは知っといていただきたかった。せっかく先例地の状況と上がって

いるから、それなりに各務原について調べて出していただいているな思

っていたから、炉前ホールも始めて聞いたような顔をされると、せっか

く出してる資料は何なんだろうと申しわけないけどこっちが思ってしま

って、（「炉前ホール」と呼ぶ者あり）だから各務原。炉前ホールって写

真があるじゃないですか。だから壁になっているでしょう。じゃけえ岩

本さんが言うように、全く炉と見えない、要は考え方として私がすごく

各務原行って感じたのは、来られる方に少しでも悲しみを和らげようと

いう思いがすごく伝わったんですよ。間接照明にして、トイレ以外は、

すごくやさしいイメージでかつ明るいという。だからコンセプトをすご

く大事にしてほしいという思いがあって、お伝え申し上げているつもり

なので、委員の皆さんも行かれてすごい感じて帰ってこられているはず

ですから、これからもまた委員長いろいろね議論しますよね。よろしく

お願いします。 

 

岩本信子委員 火葬場というんじゃなくて、例えば何とかの森とかいろいろ瞑

想の森とかいろいろあれがあるんですよ、火葬場じゃなくて名前がつい

ているんですよ。ぜひ山陽小野田市もネーミング募集するぐらいの、こ

の終えんの地をどのようなネーミングにするかとか、皆さんに関心を持

ってもらうための施設、それだけでも違うじゃないですか。だからネー

ミングの募集も考えてみてください。計画の中に。 

 

下瀬俊夫委員長 時間になりましたので、ただね１０億を超えて皆さん使うわ

けですから、ぜひ、いいものをつくっていただきたい。それは単なる火
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葬という問題だけではなしに、市民が親しめるような施設にしていただ

きたいという点で、僕はぜひね、そんなお金をかけるわけだから、少な

くとも各務原とか先進地にはぜひ担当職員も研修に行くぐらいのことが

いるんじゃないかなと思うんですよ。ただ単にパンフレットだけじゃ雰

囲気がわからない。ということで、きょうは時間になりましたので、ま

た改めてやりたいと思っています。お疲れでした。５分休んで３時から

やります。 

 

 

午後２時５５分 休憩 

 

午後３時５分  再開 

 

 

下瀬俊夫委員長 それでは、委員会を再開いたします。ただいまから請願第２

号手話言語法制定を求める意見書の提出を求める請願が出されましたの

で、これについて審査をいたします。審査に当たって請願者を参考人と

してお呼びしております。きょうはよくおいでくださいました。請願者

に一言お礼と、今回の委員会審査の当たっての注意事項を二つほど言い

たいと思います。一つは発言する場合は委員長の指名によってしていた

だきたいということ。二つ目は発言する前に手を挙げていただきたい。

この二点であります。山陽小野田市の議会は請願を出された請願人に対

して、参考人としてお呼びして、御意見を伺う。そして皆さんから質疑

を受ける。こういう機会を持っております。きょうは請願の内容につい

て御説明いただいて、いろんな議論を深めていきたいと思っております

ので、よろしくお願いします。それでは紹介議員も来ておりますので、

紹介議員のほうから先に概略だけ説明をお願いしたいと思います。 

 

長谷川知司請願紹介議員 お疲れさまです。民生福祉常任委員会の皆様には、

貴重なお時間をお借りします。我が国は自由平等であると言われている

が、障害者や高齢者等の生活弱者には依然として厳しい現状がありさま

ざまな差別が残っています。言語についても、一般社会においては音声

言語が普通であり、音声以外の手話を用いて会話をするのは、ほとんど

受け入れられていません。最近になって、公式の場で、同時通訳の一方

法として手話を活用されているが、まだまだ普及していないのが実情で

す。ユニバーサルな社会を目指す我が山陽小野田市としても、ユニバー

サルの条件として必要不可欠であります手話通話を、公の言語として制
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定していく環境整備に向けた法整備の実現を私たち紹介議員は希望しま

す。ついては、請願人からの現状の苦しみと苦労を聞いていただき、議

員の皆様におかれましては、実情を十分御理解いただき、請願を採択し

ていただきますよう、紹介議員としてお願いするものであります。よろ

しくお願いします。                                                  

 

下瀬俊夫委員長 それでは請願者のほうから御説明をお願いしたいと思います。 

 

（長谷川紹介議員退席） 

 

赤井正志参考人 山口県ろうあ連盟理事長の赤井正志と申します。きょうはこ

のような場にお呼びいただき、本当にうれしく思っております。私たち

の使っている手話は、昔なんですが、手話は身振りと同じという考え方

を持たれていました。でも私たちは手話は本当に言語であるということ

を今から説明したいと思います。昔、日本の中では手話は言語とは認め

られていませんでした。そこで、聾で生まれた子供たちは、健常者は音

声言語でやっていますよね、聞こえない者たちは、その人たちからいじ

めを受けたりとか、そういう苦労をずっとして、皆さんとっても苦労さ

れています。手話を使うことで白い目で見られたりとか、言語として認

められていない状況がありました。今は少しずつ聾啞者が手話を教えた

りとか、手話を教えているところが段々ふえておりますが、全国でもま

だまだ手話は言語という考えは広まっていません。それで私たちは手話

言語法の意見書、要望を出しているところです。例えば、皆さん健常者

の場合は英語を学ばれると思うんですが、そういうときに英語は言語で

あるかと聞かれると、そういうことは考えていないと思うんですね。手

話を学ぶときは手話は言語かということをよく聞かれるんですけど、私

たち聾啞者には母語である。もし手話言語がない場合、例えばここのよ

うな委員会、大切な会議の場です。もし手話が言語でない場合だったら

例えば猿のような手まね、身振りのような人がここに来た場合、話すこ

とは皆さんできないと思います。けれども、このように私が手話をやる

と、通訳をしてくれる。そして皆さんに通じることができる。僕の考え

方、言いたいこと全て通訳を通じてコミュニケーションができるわけで

す。それは言語であるからできるわけです。英語も言語である。日本語

も言語である。英語も通訳を介してわかりますよね。やっぱりそれは言

語だからです。日本語も言語。それで通訳を介してできますよね。２０

０６年に障害者権利条約というのが、手話は言語であるというのを出し

ております。そのおかげで自由権、社会権などいろいろ保護されてきま
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した。２０１１年に障害者基本法にも書いてあります。手話言語法を出

す目的の一つは手話は皆さんの音声言語と同じ、対等と日本全国の皆さ

んに広めてほしいということと、聞こえない人たちが手話を学んで、手

話でお話をして、そういう権利を守ってほしい。もう一つは健常者の場

合は手話を学ぶ場所をふやしてほしい。聾啞者が自由にどこに行っても、

誰に会っても手話でコミュニケーションができる、そういう場所をふや

してほしい。最後に手話を研究、普及する環境の準備、法制度、法整備

などを要望したいと思っています。そういうことで意見書を出していた

だきたいと思っています。 

 

下瀬俊夫委員長 ありがとうございました。委員の皆さんのほうから質疑を受

けたいと思います。 

 

吉永美子委員 大事な母語である手話を子供たちがどのようにして手話を勉強

しているのか。それと手話をする人たちの養成。手話通訳の方々の養成

状況を教えてください。 

 

赤井正志参考人 聞こえない子供たちについてでしょうか。 

 

吉永美子委員 はい。二つです。 

 

赤井正志参考人 どうして教えるかということなんですが、もし手話言語法が

広まっていくと、親たちが手話が言語であることがわかった上で、両親

も自然に手話を覚えていただくことができると思います。子供とのコミ

ュニケーションも自然にできるようになると思います。手話で子供を育

てることができるようになると思います。健常者の場合は日本語で教え

ますよね。自然と生活の中で身につくと同じように、両親が手話を覚え

て、手話でコミュニケーションをすると自然に子供たちもそれを見て手

話を覚えると思います。昔のように手話は言語でないとなったときは、

両親が手話は言語ではないので、手話では子供たちとコミュニケーショ

ンはできないので、手話は教えない。一生懸命聞こえない子供たちに口

話で教えていたわけです。だから手話言語法をつくってほしいというこ

とです。中学、高校で英語を習ったように手話をカリキュラムの中で養

成してほしいです。手話養成の設備などもつくって通訳者を広めてほし

いと思っています。今は手話奉仕員養成講座というカリキュラムがある

んですね。それと手話通訳者養成カリキュラムがあるんですね。それが

平成１１年から始まっています。それをずっとやっています。それはそ
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のまま続けてほしいのと、それだけではなくて手話通訳士というのがあ

ります。それの養成も今やっています。手話奉仕員養成講座というのは

各市でやっています。手話通訳者養成と通訳士養成というのは県の情報

センターでやっています。 

 

矢田松夫副委員長 この意見書の中に、自由に手話が使えないというふうに記

載してありますが、このことは手話が言語でないから自由に使えないと

いうふうに理解してよいのか、あるいはほかに自由に使えないという実

態があるのかどうなのか。 

 

赤井正志参考人 手話が自由に使えないということなんですが、実際に日本の

中で手話が自由に使えないところもあります。あると思います。 

 

内田八重子参考人 済みません。うまく伝えられなかったので、もう一回質問

をしていただいていいでしょうか。 

 

矢田松夫副委員長 この意見書の中に、自由に手話が使えないというのがあり

ますが、これは手話が言語でないから自由に使えないのか、あるいはほ

かに例えば場所とか、そういったところで自由に使えないのか。日本の

社会ですよ。そういうふうに自由に使えないという言語以外にもあるん

ですか。 

 

赤井正志参考人 言語でないというのが大きな理由だと思います。言語でない

というよりも、まだ言語であることが皆に理解されていないというとこ

ろがあるので、それも使えていない理由の一つだと思います。 

 

三浦英統委員 請願書の中に聾学校では手話は禁止されておると、こういうこ

とが書かれておるが現状はどうなのかというのと、改正障害者基本法の

中で、手話言語法がなぜその法の中に放り込まれなかったのか、その理

由をお聞きしたいと思います。 

 

赤井正志参考人 聾学校のことですね。聾学校の中で手話は禁止と書いてあり

ますが、昔、昭和３０年ぐらいですかね、手話は禁止、つまり法は法で

今までずっと１０年前ぐらいまでは手話は禁止されていました。なぜ禁

止かというと、手話を使うと皆ばかだと思われたりとか、社会に入った

ときに差別を受けるとか、だから口話を練習しなさいとビシビシ言われ、

手話は禁止ということがありました。それは３０年ぐらい。１０年前ぐ
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らいからは今はぼちぼち手話も使って、聾学校の中で手話を使いながら

授業をやっているところもふえています。障害者基本法の中に手話は言

語であると書いてある。なぜ手話言語法を中に入れていないかという意

味ですよね。障害者基本法の中の情報コミュニケーション法、またはい

ろいろな法がいっぱいあると思うんですが、それを進めている中で、ま

ず手話は言語であるということを、まずそれを優先的に進めて、それが

認められた上で、次の手話通訳制度とか手話派遣制度とかがスムーズに

つくられる。そのためにまず言語法を優先的に今進めているわけです。

ほかの法律をきちっと整備するために、まず手話言語法を優先的に今運

動しているわけです。 

 

石田清廉委員 少しお尋ねします。まず障害者基本法で言語に手話が含まれる

と改正されたというふうに理解していいですね。しかし障害者総合支援

法では地方自治体に対して手話通訳の派遣事業を実施することを義務づ

けられていると思います。しかしながら現状ではさまざまな場面で手話

による情報保障、手話に対する正しい知識の啓発を行わなければならな

いことを定める法律がまだないということですね。そういう認識でよろ

しいですね。（「はい、そうです」と呼ぶ者あり）しかし、障害者総合支

援法もですね、手話通訳者を派遣できる範囲を市町村の判断に任せてい

る現状。このことによって派遣の範囲が市町村によって格差があるとい

いますか、あるとこないとこね。そういう問題があって、そのため大変

皆さん方が、聾啞者の皆さん方が不安を感じていらっしゃる現状だと思

いますが、そういう実情ですか。現状をそのあたり自治体の取り入れ方

について知っている情報があったら教えていただきたいんですが。 

 

赤井正志参考人 山口県内の知っている範囲なんですが、手話通訳派遣をやっ

ているところもあれば、やっていないところもまだあります。やってな

いところは山口県聴覚障害者情報センターというところで各市町と契約

を交わして広域の派遣をやっております。山口県の中ではないんですけ

ど、全国的には大きな問題になったのがあって、高松市なんですが、そ

れは手話通訳の派遣のネットワークがきちっとなかったために、通訳の

派遣を市外にできないという問題がおきたわけです。山口県の中では今

のところ、きちっとそういうネットワークがあるところはまだまだある

ので、そういうふうな課題も残っております。 

 

岩本信子委員 今聞いてまして、今社会は聞こえない人が知るための手段とし

て手話があるじゃないですか。そうじゃなくて、聞こえる人が学ばなく
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てはならない、そのための手話法を言ってらっしゃるんじゃないかと思

う。それは聞こえる人がコミュニケーション、だから今私全然わかりま

せん。手話でされても通訳がいないと。それが通訳がなしで私がわかっ

ていく、理解できるという社会にするための手話法という考え方でよろ

しいですか。 

 

赤井正志参考人 皆さんが手話を覚えるための手話言語法とは違うと思うんで

すね。私が言いたいのは、私たちが使っている手話が言語であるという

ことを広めたいということ。例えて言うと、健聴者の両親に子供が生ま

れました。子供が生まれたときに、その子が聾とわかったときに、こっ

ちが手話言語法がある場合、こっちが手話言語法がない場合と考えた場

合、ここで大きな違いがあると思うんですね。ある場合だったら、両親

が手話言語法があるということを理解していれば、子供が聞こえないと

わかったときに安心して手話でコミュニケーションができます。両親が

手話が言語であると知らないときは、手話を教えたら将来が心配。昔の

ように聞こえる人にいじめられるのではないかというような心配がある

わけです。そういうことなので、手話が言語であることを認めてほしい

ということです。 

 

小野泰委員 請願書と意見書をいただいております。その中の最後の記の部分

に書いてあります。ここに全て書いてあると思うんですけど、このこと

を通じて手話言語法を制定することを国に求めるということであります

が、さっき話を聞きますと県下でもかなり、１３市や町にも意見書なり

要望書なり出されておるようですが、文書的には同じような形で出され

たのかどうなのかお聞きしたいと思います。 

 

赤井正志参考人 私としては請願書、陳情書、意見書、趣旨を書いた文章を各

市に送ったり持って行ったりしています。全国もそのように同じような

内容でやっております。 

 

小野泰委員 今回の請願なり意見書なり要望陳情というのは全国規模でろうあ

会を通じて全国的に行われたということですか。 

 

赤井正志参考人 山口県だけの問題ではなくて、全国的に４７都道府県、市町

全て１，４００幾つかあると思いますが、全てに今全国的に各県の会が

全部運動をしています。９月に意見書を出す予定のところもあります。

全日本ろうあ連盟が上部団体にあるんですけど、そこが中心で全国的に
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運動を展開しています。 

 

三浦英統委員 派遣法の関係なんですが、役所にしても今は全部派遣はできな

いということなんですが、今後派遣ができるようになれば、どういうよ

うな派遣ができるのか、ここらをお聞きしたい。どこが派遣先になるの

か。 

 

赤井正志参考人 山口県の中で今は派遣がないところがあります。それも含め

て私たちろうあ連盟が全て派遣ができる制度、最終的には山口県内の派

遣ネットワーク、つまりどこに行っても通訳が派遣してもらえるような

のをつくりたいと思っています。今はまだまだ全てではないのですが、

やっていないところもありますが、それは今取り組み中です。 

 

三浦英統委員 その派遣に対する経費はどこが負担するところでございますか。 

 

赤井正志参考人 お金については行政から出ております。説明が漏れたと思う

んですが、私たちは手話は言語であるということは、昔から要望をずっ

とやっていた。派遣の負担というのは行政から援助をいただいて、いろ

いろな運動や運営をしています。県は必須事業として派遣をやっていま

す。市も必須事業としてやっています。例えばある市では手話派遣がな

いところもあるんですけど、お金は必ずあるはずなんですね。必須事業

なので。だからそれは県の情報センターと契約して、広域に派遣ができ

るようにやっております。 

 

下瀬俊夫委員長 以上で質疑がないようなので、そちらのほうからありますか。 

 

赤井正志参考人 特にありません。 

 

下瀬俊夫委員長 ここで退席をお願いしたいと思います。きょうはどうもあり

がとうございました。 

 

赤井正志参考人 皆さん本当にありがとうございました。 

 

（参考人退席） 

 

下瀬俊夫委員長 今からこの請願について議論いただきたいと思います。 
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吉永美子委員 私もまだ手話というものがよくわかっていないことと、子供た

ちの状況というのが、どういう環境の中で手話を使っているのかわから

ない状況ではあったんですけど、きょう少しわかったのと、パンフレッ

トを見ても、聾学校で子供たちが手話を学べないとか、そういった実態

があることに少しびっくりした部分があって、今のその状況を一歩以上

かな、前進させてあげないといけないということはすごく実感したので、

個人的にはこの請願書は採択をするべきではないかととっても思いまし

た。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかに御意見。何か一言言ってください。 

 

石田清廉委員 本市の取り組みが市外についてはできないとか、まだまだ自治

体としての取り組みがおくれているように思いますので、ぜひこの意見

書を提出して本市の積極的な取り組みにすべきだという意味で賛成しま

す。 

 

岩本信子委員 私たち一切手話を知らないという現実があります。でもここに

書いてあります、ありがとうとかさようならとか、せめてその人がやっ

ちょってことが、あれ、ありがとうと言いよってんだな。全部を通訳み

たいなことはわからなくても、社会全体で困ってますとかありがとうと

かさようならとかいう、それぐらいの手話ぐらい広まるとですね、ちい

と違うのかな。障害者を助けていくとか人に優しいまちづくりになると

思いますので、ぜひこれは意見書として出して上げて、請願取り上げて

差し上げて、私たちも少し気持ちを学んでいくというか、大事じゃない

かなと思いました。 

 

矢田松夫副委員長 手話そのものが社会的に認知になるように、請願を採択し、

意見書を上げることに賛成します。 

 

小野泰委員 手話が自由に学べ使える。そういったことになればさらによくな

っていくんかなという気持ちでおりますので、これは賛成をいたします。 

 

下瀬俊夫委員長 それでは、請願についての質疑をこれで打ち切ります。討論、

採択に入りたいと思います。請願第２号手話言語法制定を求める意見書

の提出を求める請願書について、討論ありましたら。いいですか。（「は

い」と呼ぶ者あり）討論なしといたします。賛成の議員の挙手を求めま

す。 
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（賛成者挙手） 

 

下瀬俊夫委員長 全会一致。では請願が採択されましたので、ただいまから協

議会に切りかえます。 

 

 

午後３時４２分  休憩 

 

午後４時８分   再開 

 

 

下瀬俊夫委員長 それでは委員会を再開します。陳情の取り扱いについて皆さ

んの御意見をお願いします。 

 

岩本信子委員 陳情書を見ましたけれど、労災認定の基準の改正を求めるとい

うことで、まだ私たちもそこまでの勉強はしていませんし、すごい専門

的なことも書かれているんですけど、陳情者が大阪の方ですよね。だか

らといって外したらいけんのじゃろうけど、まだ調査もしてませんし、

勉強もしてませんので、私はちょっとこれは賛成しかねます。 

 

吉永美子委員 やはり、書かれているような実体はあるとは思うんですよね。

山陽小野田市でどうなのかということと、私の記憶では被災したいわき

市はたしか議会が意見書を出していたと思うんですよ。そういったとこ

ろ等も中身について市内ではどういう状況なのか。意見書についてはよ

そが出したから云々じゃないですけど、どういう状況下の中で他市が意

見書を採択されているのか等のことも調査をするべきではないかと思い

ます。 

 

下瀬俊夫委員長 こういう具体的な患者団体は多分ないんじゃないかな。 

 

吉永美子委員 ただ陳情者がこの人たちだったかどうかはわからないですよ。

でも同じ内容をいわき市が意見書を出していたのは間違いないので、い

わき市も実態を調べられた上での意見書だったと思うので、もう少し調

査をしたらいかがかと思います。 

 

下瀬俊夫委員長 調査をするということでいいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）
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これは継続して研究をするということにします。陳情の取り扱いはそう

いうことにしたいと思います。きょうはこれで終わります。 

 

 

午後４時１２分 散会 

 

 

 

平成２６年９月５日 

 

民生福祉常任委員会委員長 下 瀬 俊 夫 












